
　登記上の所有者と実際の所有者が異なるケースが
数多く存在し、災害復旧の妨げや空き家増加などの
問題が社会的関心を集めています。
　このコーナーでは、相続登記の必要性・重要性を
全５回のシリーズでお伝えします。Vol.2

未来につなぐ未来につなぐ相続登記相続登記

相続人間で遺産分割協議をし、相続する人が相続人間で遺産分割協議をし、相続する人が
法務局に相続登記を申請しましょう。法務局に相続登記を申請しましょう。
　亡くなった方（被相続人）が遺言を残していない　亡くなった方（被相続人）が遺言を残していない
場合、民法で定められている優先順位により相続人場合、民法で定められている優先順位により相続人
が決まります。配偶者は常に相続人となりますが、が決まります。配偶者は常に相続人となりますが、
その他の相続人は次の順番で決まります。その他の相続人は次の順番で決まります。
①被相続人の子や孫①被相続人の子や孫
②被相続人の父母や祖父母②被相続人の父母や祖父母
③被相続人の兄弟姉妹や甥姪③被相続人の兄弟姉妹や甥姪

  相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死  相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死
亡までの戸籍を集め、相続人を確定させる必要があ亡までの戸籍を集め、相続人を確定させる必要があ
ります。次に相続人間で遺産分割協議をし、相続すります。次に相続人間で遺産分割協議をし、相続す
る人を決めます。不動産だけでなく、預貯金や株式る人を決めます。不動産だけでなく、預貯金や株式
なども遺産分割の対象となります。なども遺産分割の対象となります。
　不動産を相続する人が決まったら「戸籍」や「遺　不動産を相続する人が決まったら「戸籍」や「遺
産分割協議書」を整え、できるだけ早めに管轄の法産分割協議書」を整え、できるだけ早めに管轄の法
務局に登記申請をしましょう。務局に登記申請をしましょう。

ご不明な点は、お問い合わせください。問福島県司法書士会☎024-534-7502／福島地方法務局☎024-534-2045

先日父が亡くなりました。不動産の相続手続きはどうすればいいですか？先日父が亡くなりました。不動産の相続手続きはどうすればいいですか？
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